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１ 地域計画事業加算金 

 地域計画とは、平成２６年度からスタートした制度で、自分たちの地域を

今後どのような地域にしていきたいか、そのためにはどのような活動が必要

かということについて、地域住民が自ら策定した“５年間”の校区連絡会の

活動計画のことです。この地域計画を実施するにあたり、活動に不足する資

金を地域計画事業加算金として交付します。 

 詳細については、担当までお気軽にお問い合わせください。 

 

補助金額 

 年度ごとに上限１００万円を交付します。 

 

補助対象となる経費 

地域計画の各事業の実施に必要な経費 

 例：備品購入費、消耗品費、印刷製本費、食糧費、交通費、謝金など 

 

補助対象とならない経費 

校区連絡会の経常的な事業に要する経費、人件費、不動産取得費 

公租公課等の経費、領収書の出ない経費 

その他市長が不適当と認める経費 

 

事業開始までのスケジュール 

 内容 時期 

１ 地域計画実施に関する相談 随時 

２ アンケートの配布と分析 地域計画の策定前に 

３ 地域計画の策定  

４ 

① 地域計画書の提出 

（アンケート分析結果、地域の目指す将来像、 

具体的な事業や事業実施期間を盛り込む） 

②事業実施に係る事前資料の提出 

（１年目に実施する事業の活動計画と予算） 

事業開始前年度の９月末 

までに提出してください 

５ 
地域計画書の広報 

→完成した地域計画書を校区内に配布します 
地域計画書の採択後 

６ 事業開始 ４月～ 

 ※アンケート・地域計画書の印刷は市で行います。 
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２ 花いっぱい事業 

 花いっぱい事業とは、みどりを育む市民ふれあい事業の一環として、地域の美

化とコミュニティ醸成に役立てていただくことを目的とした、校区連絡会に花

と培養土を提供する事業です。 

 

 例年５月下旬を目安に、各校区連絡会の指定場所に花と培養土を配送します。

配送業者等が決定次第、詳しい日時などを各校区連絡会に通知します。 

 

担当：市民活動推進課 自治振興係 

 

 

 

３ 市民活動補償制度 

 市民活動補償制度は、市民活動中に生じた事故の負担を軽減し、安心して活動

に参加できるように、市が保険料を全額負担し保険制度の面から支援していく

ものです。市内すべての校区連絡会は、この市民活動補償制度に登録済みです。 

 万が一、事故があった場合は、担当までご相談ください。 

 

 
補償対象になる 補償対象ではない 

人 
校区連絡会の役員や 

事業を実施する際の 

運営者やスタッフ 

運営者やスタッフを除く事業の参加者 

（例：夏祭りの来場者） 

活
動 

公益性があり、 

校区連絡会の事業計画に 

位置づけられている活動 

・スポーツ活動による事故 

・指導者や活動者による故意の事故、 

無資格運転や酒酔い運転による事故 

・地震、雷など天災による事故 

・疾病（特定疾病は除く）、 

脳疾患又は心神喪失による事故 

・自覚症状しかないむち打ち症や腰痛 等 

 

担当：市民活動推進課 市民活動推進係 


